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「岬暮らし」撮影の様子「岬暮らし」撮影の様子
J:COMチャンネルにて、府内の大阪市以北の地域を対象に、J:COMチャンネルにて、府内の大阪市以北の地域を対象に、
人気タレント「やのぱん」さんが岬町の魅力を紹介する動画「岬暮らし」を人気タレント「やのぱん」さんが岬町の魅力を紹介する動画「岬暮らし」を
放送しており、次回の放送に向けて、まちづくり交流館で撮影がおこなわれました！放送しており、次回の放送に向けて、まちづくり交流館で撮影がおこなわれました！
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令
和
４
年
度 

町
政
運
営
方
針（
概
要
）

～
す
べ
て
の
人
が
輝
く
ま
ち
づ
く
り
～

　
令
和
４
年
第
一
回
岬
町
議
会
定
例
会
で
田
代
町
長
が
発
表
し
た
町
政

運
営
方
針
の
概
要
を
紹
介
い
た
し
ま
す
。

※
詳
細
に
つ
い
て
は
、岬
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ「
町
長
の
部
屋
」か
ら
ご
参
照
い
た
だ
け
ま
す
。

　

住
民
の
み
な
さ
ま
か
ら
の
信
託

を
受
け
、み
な
さ
ま
の
温
か
い
ご
支

援
の
お
か
げ
で
町
長
就
任
13
年
目

が
ス
タ
ー
ト
し
て
お
り
ま
す
。こ
の

間
、本
町
は
、財
政
の
健
全
化
に
取

り
組
み
、過
去
に
借
り
入
れ
た
町

債
の
償
還
が
財
政
負
担
と
な
っ
て

い
た
こ
と
か
ら
、「
公
債
費
負
担
適

正
化
計
画
」を
策
定
す
る
こ
と
で
、

建
設
事
業
を
計
画
的
に
実
施
す
る

と
と
も
に
、将
来
負
担
の
抑
制
に

努
め
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　

平
成
26
年
度
に
は
実
質
公
債

費
比
率
を
18
％
未
満
に
抑
制
す
る

こ
と
が
で
き
た
こ
と
で
、平
成
28

年
度
ま
で
の
計
画
に
対
し
、２
年

前
倒
し
で
、目
標
を
達
成
で
き
ま

し
た
。住
民
の
み
な
さ
ま
に
長
年

ご
協
力
い
た
だ
い
て
い
た
固
定
資

産
税
の
超
過
課
税
率
に
つ
い
て
は
、

「
行
財
政
集
中
改
革
計
画（
集
中

改
革
プ
ラ
ン
）」を
基
に
、平
成
19

年
度
か
ら
実
施
さ
れ
て
い
た
超
過

課
税
率
０
・
３
％
の
う
ち
、平
成
25

年
度
に
税
率
０・１
％
を
、平
成
28

年
度
に
は
０
・
１
％
を
そ
れ
ぞ
れ

引
き
下
げ
、残
り
の
０
・
１
％
に
つ

い
て
も
、新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に

よ
る
家
計
へ
の
負
担
軽
減
を
図
る

た
め
、令
和
２
年
を
も
っ
て
超
過

課
税
の
解
消
に
至
り
ま
し
た
。こ

れ
ま
で
の
み
な
さ
ま
の
ご
理
解
・
ご

協
力
に
改
め
ま
し
て
心
よ
り
感
謝

申
し
あ
げ
ま
す
。

　

ま
た
、こ
れ
ら
財
政
の
建
て
直

し
の
取
り
組
み
に
加
え
、子
育
て

施
策
の
充
実
、教
育
環
境
の
整
備
、

「
い
き
い
き
パ
ー
ク
み
さ
き
」へ
の

企
業
誘
致
、第
二
阪
和
国
道
の
全

線
開
通
や
、道
の
駅
み
さ
き「
夢

灯
台
」の
開
駅
な
ど
、町
民
の「
生

活
の
質
」を
高
め
、地
域
の
活
性

化
を
図
る
た
め
の
さ
ま
ざ
ま
な

施
策
に
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
し

た
。そ
の
よ
う
な
中
、新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
の
世
界
的
な
感
染
拡
大

に
よ
り
、こ
れ
ま
で
の
状
況
が
一
変

し
、本
町
で
は
、新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
に
係
る
臨
時
交
付
金
を
は
じ

め
、国
か
ら
財
政
支
援
を
受
け
、

町
民
の
み
な
さ
ま
の
命
と
健
康
、

生
活
を
守
る
た
め
、さ
ま
ざ
ま
な

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
対
策
を
お

こ
な
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　

令
和
４
年
度
に
つ
い
て
も
、新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
対
策
に
万
全

を
期
し
て
、住
民
の
み
な
さ
ま
の

暮
ら
し
を
し
っ
か
り
と
守
る
施
策

を
推
進
し
ま
す
。加
え
て
、人
口

減
少
や
少
子
高
齢
化
に
よ
り
、今

後
も
厳
し
い
環
境
が
続
く
こ
と

が
予
想
さ
れ
ま
す
の
で
、こ
れ
ま

で
に
引
き
続
き
、行
財
政
改
革
に

取
り
組
み
な
が
ら
、「
地
域
の
力
」

を
活
か
し
た
地
方
創
生
や「
子
ど

も
・
子
育
て
支
援
」に
関
す
る
施

策
を
推
進
し
ま
す
。

　

ま
た
、過
疎
地
域
へ
の
指
定
後
、

初
め
て
の
当
初
予
算
編
成
で
す
の

で
、過
疎
指
定
に
伴
う
有
利
な
財

政
措
置
を
活
用
し
、複
合
型
も
含

め
た
図
書
館
施
設
の
整
備
に
つ
い

て
検
討
を
開
始
す
る
な
ど
、ま
ち

の
未
来
を
見
据
え
、生
活
の
利
便

性
と
満
足
度
を
更
に
高
め
、地
域

の
魅
力
を
よ
り
一
層
向
上
さ
せ
る

た
め
、官
民
連
携
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

や
未
来
技
術
も
活
用
し
、事
業
を

推
進
し
ま
す
。

　

防
災
機
能
の
向
上
等
が
懸
案
で

あ
り
ま
し
た
役
場
庁
舎
の
整
備
に

つ
い
て
も
、将
来
、庁
舎
整
備
を
進

め
る
た
め
の
基
金
を
設
け
、財
政

状
況
を
考
慮
し
た
中
で
、庁
舎
整

備
に
係
る
検
討
を
進
め
ま
す
。

　

そ
れ
で
は
、令
和
４
年
度
当
初

予
算
案
等
に
お
け
る
主
な
施
策
の

概
要
に
つ
い
て
、第
５
次
総
合
計
画

の
ま
ち
づ
く
り
の
目
標
に
沿
っ
て

説
明
い
た
し
ま
す
。

は
じ
め
に
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保
護
者
や
地
域
住
民
等
が
学

校
運
営
に
参
画
す
る「
学
校
運
営

協
議
会
」を
設
置
し
、地
域
の
力

を
学
校
運
営
に
活
か
す「
地
域
と

と
も
に
あ
る
学
校
づ
く
り
」を
推

進
し
ま
す
。

　

就
学
前
か
ら
の
き
め
細
や
か
な

教
育
相
談
を
実
施
す
る
た
め
、小

中
学
校
お
よ
び
幼
稚
園
に
ス
ク
ー

ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
を
引
き
続
き
配

置
し
ま
す
。

　

計
画
的
に
思
考
力
・
判
断
力
・

表
現
力
等
の
向
上
を
図
る
た
め
、

町
独
自
で
小
学
校
学
力
診
断
テ

ス
ト
を
お
こ
な
い
、学
力
の
把
握
・

分
析
・
検
証
と
改
善
を
継
続
実

施
す
る
と
と
も
に
、一
人
一
台
タ
ブ

レ
ッ
ト
端
末
を
活
用
し
た
学
習
支

援
を
実
施
し
ま
す
。

「
出
張
な
ん
で
も
相
談
」を
引
き

続
き
実
施
し
ま
す
。

　
一
般
不
妊
不
育
治
療
費
の
助

成
に
よ
り
、妊
娠
を
希
望
す
る
方

の
経
済
的
負
担
の
軽
減
を
図
り

ま
す
。ま
た
、多
胎
妊
娠
に
対
し
て

は
、妊
婦
健
診
支
援
事
業
を
実
施

し
、母
体
の
健
康
管
理
を
支
援
し

ま
す
。既
存
の
各
種
事
業
と
併
せ

て
、妊
娠
か
ら
育
児
ま
で
の
各
時

期
の
相
談
に
対
応
し
、全
て
の
母

子
の
育
児
不
安
の
解
消
・
孤
立
を

防
ぐ
た
め
の
切
れ
目
の
な
い
支
援

を
継
続
し
ま
す
。

　

近
年
、深
刻
な
児
童
虐
待
事
件

が
全
国
的
に
多
発
し
て
お
り
ま

す
。そ
の
よ
う
な
悲
惨
な
事
件
を

未
然
に
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、

相
談
窓
口
の
充
実
に
努
め
ま
す
。

　

令
和
２
年
に
開
始
し
ま
し
た
、

本
町
の
子
ど
も
が
通
う
町
内
外

の
私
立
幼
稚
園
等
の
給
食
費
の

負
担
軽
減
に
つ
い
て
は
、令
和
４

年
度
も
引
き
続
き
実
施
し
ま
す
。

　

国
、大
阪
府
、関
係
機
関
と
協

力
し
、ワ
ク
チ
ン
接
種
事
業
を
引

き
続
き
推
進
し
ま
す
。ま
た
、感

染
拡
大
防
止
対
策
に
つ
い
て
正
し

い
知
識
・
情
報
の
提
供
に
努
め
る

こ
と
で
、住
民
自
ら
が
、感
染
予

防
に
取
り
組
め
る
よ
う
支
援
を
継

続
し
ま
す
。さ
ら
に
、地
域
医
療
機

関
に
お
け
る
検
査
相
談
体
制
の
確

保
、維
持
に
努
め
ま
す
。

　

低
い
受
診
率
が
課
題
と
な
っ
て

い
る
が
ん
検
診
に
つ
い
て
は
、啓
発

強
化
、お
よ
び
、検
診
体
制
の
整
備

に
努
め
ま
す
。

　

さ
ま
ざ
ま
な
生
活
課
題
を
抱

え
る
相
談
に
対
応
す
る
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ・ソ
ー
シ
ャ
ル・ワ
ー
カ
ー
を
配

置
し
、関
係
機
関
と
連
携
す
る
な

ど
、総
合
的
な
相
談
支
援
を
お
こ

な
い
、地
域
に
出
向
い
て
お
こ
な
う

誰
も
が
健
や
か
に

い
き
い
き
と

暮
ら
せ
る
ま
ち

あ
ら
ゆ
る
世
代
の

人
が
豊
か
な
心
を

育
む
ま
ち

　

バ
リ
ア
フ
リ
ー
ト
イ
レ
を
設
置

す
る
等
、来
館
者
に
、安
全
・
快
適

な
環
境
を
提
供
す
る
た
め
の
改

修
を
進
め
ま
す
。

　

多
奈
川
地
区
多
目
的
公
園
へ
の
事

業
用
地
ゾ
ー
ン
の
企
業
誘
致
に
続
き
、

関
西
電
力
多
奈
川
発
電
所
跡
地
へ
の

企
業
誘
致
の
取
り
組
み
を
、関
西
電

力
、大
阪
府
と
連
携
し
て
進
め
ま
す
。

　

令
和
元
年
度
に
策
定
し
た「
み

さ
き
農
と
み
ど
り
の
活
性
化
構

想
」に
基
づ
く
、取
り
組
み
を
推
進

し
ま
す
。農
業
委
員
会
等
の
関
係

機
関
と
連
携
し
、遊
休
農
地
の
解

消
や
農
業
の
担
い
手
不
足
の
解
消

に
努
め
る
と
と
も
に
、岬
町
の
農

産
物
を
活
用
し
た
特
産
品
の
開

発
支
援
を
継
続
し
ま
す
。森
林
環

境
譲
与
税
を
活
用
し
た
活
性
化

施
策
の
検
討
や
森
林
整
備
等
の

取
り
組
み
も
進
め
ま
す
。

　

和
歌
山
大
学
と
の
包
括
連
携

に
よ
る
専
門
的
な
技
術
指
導
力

を
備
え
た
人
的
資
源
を
活
用
し

た
子
ど
も
の
体
力
サ
ポ
ー
ト
を
継

続
し
ま
す
。

　

Ｉ
Ｃ
Ｔ
支
援
員
を
配
置
し
、Ｉ

Ｃ
Ｔ
機
器
を
活
用
し
た
授
業
支
援

や
校
内
研
修
等
を
実
施
し
ま
す
。

　

老
朽
化
が
進
む
小
学
校
の
ト

イ
レ
を
機
能
的
で
快
適
に
す
る

た
め
、計
画
的
に
改
修
を
進
め
ま

す
。中
学
校
に
お
い
て
は
、テ
ニ
ス

コ
ー
ト
の
全
面
張
り
替
え
を
実
施

し
ま
す
。

　

図
書
館
等
整
備
検
討
委
員
会

を
設
置
し
、複
合
型
も
含
め
た
施

設
の
整
備
に
つ
い
て
検
討
し
ま
す
。

　

令
和
３
年
度
に
空
調
設
置
設

計
業
務
を
終
え
る
町
民
体
育
館

に
つ
い
て
は
、令
和
４
年
度
に
整

備
で
き
る
よ
う
、国
の
補
助
金
を

活
用
し
た
空
調
整
備
事
業
の
検

討
を
進
め
ま
す
。

新
た
な
活
力
と
魅
力

が
あ
ふ
れ
る
ま
ち

が
ん
検
診

相
談
体
制

学
校
運
営
協
議
会
の
設
置

教
育
施
設
の
環
境
整
備

文
化
セ
ン
タ
ー
改
修
事
業

図
書
館
整
備
事
業

町
民
体
育
館
空
調
整
備
事
業

体
力
向
上
推
進
事
業

教
育
相
談
事
業

学
力
向
上
事
業

農
林
業
政
策

企
業
誘
致
の
取
り
組
み

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
対
策

私
立
幼
稚
園
等

給
食
給
付
費
の
助
成

Ｇ
Ｉ
Ｇ
Ａ
ス
ク
ー
ル
構
想

推
進
事
業

妊
婦
・
乳
幼
児
保
健
施
策

児
童
虐
待
相
談
窓
口

3 令和4年（2022年）4月号



進
の
た
め
の
道
路
と
し
て
、府
道

岬
加
太
港
線
池
谷
交
差
点
を
起

点
と
し
、町
道
池
谷
向
出
連
絡
線

の
整
備
を
推
進
し
ま
す
。

　

平
常
時
、災
害
時
を
問
わ
ず
、

地
域
の
安
全
、安
心
を
確
保
す
る

た
め
、早
期
の
複
線
化
を
要
望
し

て
ま
い
り
ま
す
。

　

令
和
２
年
３
月
末
、南
海
電
鉄

に
よ
る
み
さ
き
公
園
運
営
事
業

撤
退
以
降
、本
町
は
、み
さ
き
公

園
を
都
市
公
園
と
し
て
存
続
し
、

令
和
３
年
７
月
か
ら
先
行
開
園

し
ま
し
た
。本
町
へ
の
集
客
と
賑

わ
い
の
中
核
拠
点
と
し
て
、住
民

や
周
辺
自
治
体
の
利
用
者
に
も

親
し
ま
れ
る
新
た
な
み
さ
き
公
園

と
し
て
再
生
で
き
る
よ
う
民
間
の

資
金
や
ノ
ウ
ハ
ウ
を
最
大
限
に
活

か
し
た
魅
力
あ
る
都
市
公
園
の

実
現
を
目
指
し
、現
在
、Ｐ
Ｆ
Ｉ

法
に
よ
る
特
定
事
業
と
し
て
選
定

し
た「
新
た
な
み
さ
き
公
園
整
備

運
営
等
事
業
」へ
の
応
募
事
業
者

の
選
定
審
査
事
務
を
進
め
て
い
る

と
こ
ろ
で
あ
り
、引
き
続
き
事
業

を
推
進
し
ま
す
。

　

自
治
区
へ
の
防
犯
カ
メ
ラ
設
置

補
助
制
度
を
継
続
す
る
と
と
も

に
、泉
南
警
察
署
と
協
力
体
制
を

と
り
、町
内
の
主
要
な
ポ
イ
ン
ト

に
設
置
し
た
防
犯
カ
メ
ラ
を
活
用

し
、安
全
で
安
心
な
ま
ち
づ
く
り

を
推
進
す
る
と
と
も
に
、引
き
続

き
犯
罪
の
な
い
社
会
環
境
の
実
現

を
目
指
し
ま
す
。

　

経
年
に
よ
る
劣
化
が
著
し
い
焼

却
炉
の
天
井
部
の
耐
火
物
更
新
工

事
を
お
こ
な
い
、ご
み
処
理
施
設
の

焼
却
能
力
の
維
持
に
努
め
ま
す
。

　

町
道
美
化
セ
ン
タ
ー
連
絡
線
に

つ
い
て
、道
路
の
見
通
し
を
改
善

す
る
た
め
府
道
と
の
交
差
部
と

曲
線
部
の
改
良
・
整
備
を
進
め
ま

す
。ま
た
、町
道
西
畑
線
の
池
谷

集
落
区
間
の
バ
イ
パ
ス
化
の
整
備

を
推
進
す
る
と
と
も
に
、災
害
等

緊
急
時
お
よ
び
下
水
道
整
備
促

て
も
、来
訪
者
に
楽
し
ん
で
い
た

だ
け
る
山
歩
き
や
、年
間
を
通
じ

て
来
訪
者
が
見
込
め
る
サ
イ
ク
ル

ツ
ー
リ
ズ
ム
な
ど
の
Ｐ
Ｒ
や
環
境

整
備
に
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
し

た
。

　

今
後
も
、新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

の
収
束
を
見
据
え
、岬
町
観
光
協

会
を
は
じ
め
産
・
学
・
官
の
関
係

機
関
と
連
携
し
、新
た
な
観
光
資

源
の
発
掘
、既
存
の
観
光
資
源
の

磨
き
上
げ
、そ
れ
ら
資
源
の
町
内

外
へ
の
Ｐ
Ｒ
に
取
り
組
み
ま
す
。併

せ
て
、貴
重
な
歴
史
・
文
化
資
源

を
活
か
し
た
賑
わ
い
の
創
出
に
も

努
め
ま
す
。ま
た
、日
本
遺
産
葛

城
修
験
に
登
録
さ
れ
た
町
内
の

寺
院
や
近
畿
自
然
歩
道
の
ル
ー
ト

に
係
る
案
内
板
の
整
備
・
Ｐ
Ｒ
も

お
こ
な
い
ま
す
。

　
「
一
般
社
団
法
人
Ｋ
Ｉ
Ｘ
泉
州

ツ
ー
リ
ズ
ム
ビ
ュ
ー
ロ
ー
」と
密

に
連
携
し
、泉
州
地
域
に
お
け
る

観
光
戦
略
の
強
化
を
図
る
と
と

も
に
、「
瀬
戸
内
・
海
の
路
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
推
進
協
議
会
」、「
大
阪
観

光
局
」な
ど
関
係
機
関
と
連
携

し
、サ
イ
ク
ル
ツ
ー
リ
ズ
ム
事
業

を
は
じ
め
と
す
る
広
域
的
な
観

光
振
興
事
業
の
更
な
る
推
進
、国

内
外
へ
の
積
極
的
な
Ｐ
Ｒ
、観
光

客
の
受
け
入
れ
体
制
の
充
実
に

努
め
ま
す
。

　

防
災
活
動
に
必
要
な
資
機
材

の
整
備
に
対
す
る
補
助
制
度
を

継
続
し
、引
き
続
き
自
主
防
災
組

織
の
充
実
強
化
に
努
め
ま
す
。

　

危
機
管
理
担
当
専
任
職
員
を

配
置
し
、消
防
団
員
の
充
足
や
育

成
を
お
こ
な
い
、危
機
管
理
体
制

の
充
実
・
強
化
を
進
め
ま
す
。

　

避
難
行
動
要
支
援
者
名
簿
を

活
用
し
、自
治
区
・
自
主
防
災
組

織
単
位
で
の
個
別
避
難
計
画
の

策
定
を
促
進
す
る
と
と
も
に
、民

生
委
員
・
児
童
委
員
協
議
会
な
ど

の
避
難
支
援
等
関
係
者
と
の
継

続
的
な
支
援
体
制
の
充
実
に
努

め
ま
す
。

令和4年度 町政運営方針

第
二
阪
和
国
道
の
整
備

道
路
施
策

都
市
公
園（
み
さ
き
公
園
）

地
域
防
災
力
の
強
化

防
災
体
制
の
強
化

ご
み
処
理
施
設
の
整
備

防
犯
対
策

豊
か
な
自
然
の
中
で

安
心
し
て

暮
ら
せ
る
ま
ち

災
害
時
避
難
行
動

要
支
援
者
事
業

安
全
で
快
適
な
住
み

心
地
の
い
い
ま
ち

広
域
的
な
観
光
振
興

　

大
阪
府
等
の
関
係
機
関
と
連

携
し
、町
内
に
あ
る
各
漁
港
の
環

境
整
備
事
業
の
推
進
お
よ
び
、漁

業
振
興
に
努
め
る
と
と
も
に
、浜

の
活
力
再
生
プ
ラ
ン
な
ど
を
活
用

し
た
漁
場
の
活
性
化
に
つ
い
て
支

援
し
ま
す
。

　

本
町
に
あ
る
２
つ
の
道
の
駅
に

つ
い
て
は
、地
域
活
性
化
の
拠
点

と
し
て
、観
光
・
交
流
促
進
に
取

り
組
み
、地
域
特
産
品
の
販
売
、

観
光
情
報
の
発
信
を
お
こ
な
い
ま

す
。開
園
か
ら
10
年
以
上
が
経
過

し
た「
と
っ
と
パ
ー
ク
小
島
」は
、年

次
的
に
改
修
工
事
を
進
め
て
お

り
、令
和
４
年
度
も
継
続
し
て
実

施
し
ま
す
。ま
た
、昨
年
、友
好
交

流
都
市
で
あ
る
岡
山
県
美
咲
町

の
特
産
品
が
、本
町
の
道
の
駅
み

さ
き「
夢
灯
台
」で
イ
ベ
ン
ト
販
売

さ
れ
ま
し
た
。今
後
も
、相
互
プ
ロ

モ
ー
シ
ョ
ン
や
、民
間
ビ
ジ
ネ
ス
に

よ
る
特
産
品
交
流
等
を
促
進
し

ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
、岬
町
で
の
滞
在
人

口
が
比
較
的
少
な
い
冬
季
に
お
い

漁
業
振
興

道
の
駅
運
営
事
業

観
光
振
興
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港
湾
の
整
備
に
つ
い
て
は
、物

流
拠
点
や
災
害
時
の
拠
点
と
な

る
こ
と
か
ら
、重
要
な
課
題
で

す
。深
日
港
活
性
化
イ
ベ
ン
ト
を

開
催
す
る
と
と
も
に
、令
和
４
年

度
も
、深
日
港
と
洲
本
港
を
結
ぶ

旅
客
船
を
運
航
で
き
る
よ
う
関

係
機
関
と
調
整
し
、大
阪
湾
を

周
遊
す
る
広
域
観
光
の
実
現
に

努
め
ま
す
。

　

深
日
地
区
に
お
い
て
、公
共
下

水
道
事
業
を
引
き
続
き
推
進
し

ま
す
。小
島
地
区
漁
業
集
落
排
水

事
業
で
は
、整
備
し
た
排
水
処
理

施
設
へ
の
接
続
を
引
き
続
き
促
進

し
、地
域
の
活
性
化
並
び
に
環
境

保
全
に
よ
る
地
場
産
業
の
育
成

を
図
り
ま
す
。

　

町
営
住
宅
の
居
住
性
・
安
全
性

等
を
長
期
間
に
わ
た
っ
て
維
持
す

る
た
め
、令
和
３
年
度
に
策
定
し

た
岬
町
営
住
宅
長
寿
命
化
計
画

に
基
づ
き
、改
修
工
事
に
向
け
た

事
業
に
着
手
い
た
し
ま
す
。

　

平
成
30
年
度
に
策
定
さ
れ
た

「
岬
町
空
家
等
対
策
計
画
」の
基

本
方
針
に
基
づ
き
、適
正
管
理
が

お
こ
な
わ
れ
て
い
な
い
空
家
等
の

改
善
指
導
・
空
家
等
の
除
却
補
助

事
業
を
引
き
続
き
実
施
す
る
と
と

も
に
、民
間
事
業
者
と
も
連
携
し
、

利
活
用
に
つ
い
て
も
検
討
し
ま
す
。

　

令
和
３
年
度
は
、町
の
Ｓ
Ｎ
Ｓ

や
、広
報
紙
を
活
用
し
た
情
報
発

信
戦
略
や
、職
場
環
境
・
接
遇
改

善
等
に
つ
い
て
民
間
の
専
門
人
材

か
ら
助
言
を
い
た
だ
く
な
ど
の
取

り
組
み
が
実
現
し
ま
し
た
。今
後

も
、行
政
が
抱
え
る
課
題
解
決
、

住
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
、地
域
活

性
化
等
に
民
間
の
ノ
ウ
ハ
ウ
、ア

イ
デ
ア
等
を
積
極
的
に
活
用
し

ま
す
。

　

定
住
促
進
施
策
と
し
て
、住
宅

取
得
等
に
対
す
る
支
援
措
置
や
、

府
営
住
宅
を
活
用
し
た
お
試
し

居
住
を
引
き
続
き
実
施
し
ま
す
。

　

令
和
３
年
度
よ
り
取
り
組
み

を
始
め
た
町
の
Ｐ
Ｒ
番
組
の
制
作

に
つ
い
て
も
、認
知
度
の
向
上
を

図
る
と
と
も
に
、施
策
内
容
を
対

外
的
に
広
報
し
、移
住
・
定
住
の

促
進
に
努
め
ま
す
。

　

結
婚
新
生
活
に
つ
い
て
は
、令

和
３
年
度
同
様
に
、国
制
度
で
実

施
さ
れ
る
補
助
に
対
し
、町
単
独

で
補
助
金
の
上
乗
せ
を
お
こ
な
い

ま
す
。新
規
事
業
と
し
て
、婚
姻

さ
れ
た
方
々
に
対
し
、新
た
に
結

婚
祝
金
支
給
事
業
を
、ま
た
、奨

学
金
の
返
還
を
お
こ
な
っ
て
い
る

方
々
に
対
し
、奨
学
金
返
還
支
援

事
業
を
、町
単
独
事
業
と
し
て
お

こ
な
い
ま
す
。既
存
事
業
で
あ
る

出
産
祝
金
に
つ
い
て
は
、令
和
４

年
度
も
引
き
続
き
、近
隣
の
他
市

町
村
に
比
べ
高
い
水
準
で
の
支
給

を
お
こ
な
い
ま
す
。

　

創
業
者
や
、農
業
・
漁
業
に
新

規
就
労
さ
れ
る
方
、地
域
資
源
を

活
か
し
た
特
産
品
開
発
に
取
り

組
む
事
業
者
等
に
つ
い
て
は
、商

工
会
、地
域
金
融
機
関
と
も
連
携

し
、引
き
続
き
支
援
に
取
り
組
み

ま
す
。ま
た
、地
方
創
生
の
取
り

組
み
を
加
速
さ
せ
る
た
め
、国
の

特
別
交
付
税
を
活
用
し
た
地
域

お
こ
し
協
力
隊
事
業
を
引
き
続

き
お
こ
な
い
、空
家
の
利
活
用
、移

住
・
定
住
支
援
、関
係
人
口
の
創

出
に
向
け
取
り
組
み
ま
す
。

　
「
男
女
平
等
に
基
づ
く
お
互
い

の
人
権
の
尊
重
と
男
女
共
同
参

画
社
会
の
実
現
」に
向
け
た
施
策

の
推
進
を
図
る
た
め
、「
第
３
次

岬
町
男
女
共
同
参
画
プ
ラ
ン
」を

策
定
し
、令
和
５
年
度
よ
り
運
用

が
図
れ
る
よ
う
努
め
ま
す
。

　

平
成
23
年
に
大
阪
府
立
大
学

と
締
結
し
た
包
括
連
携
協
定
に

基
づ
き
、留
学
生
と
の
交
流
を
通

し
た
地
域
活
性
化
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

を
継
続
す
る
こ
と
で
、国
際
感
覚

豊
か
な
人
材
育
成
・
地
域
の
国
際

化
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、観
光

振
興
施
策
と
の
連
携
に
も
努
め

ま
す
。

　

加
え
て
、本
町
在
住
の
高
校
生

が
、短
期
間
の
海
外
留
学
を
お
こ

な
っ
た
際
の
金
銭
的
な
支
援
と
し

て
、グ
ロ
ー
バ
ル
人
材
育
成
支
援

制
度
を
創
設
し
、国
際
的
な
人
材

の
育
成
を
進
め
ま
す
。

　

町
財
政
を
取
り
巻
く
厳
し
い
環

境
の
中
で
、令
和
２
年
度
を
も
っ
て

計
画
期
間
が
終
了
し
た「
第
３
次

集
中
改
革
プ
ラ
ン
」の
次
期
計
画

の
策
定
に
取
り
組
み
ま
す
。

　

令
和
３
年
度
に
策
定
し
た
岬

町
Ｄ
Ｘ
基
本
計
画
に
基
づ
き
、行

政
手
続
き
の
デ
ジ
タ
ル
化
を
推
進

し
、各
種
住
民
サ
ー
ビ
ス
の
利
便

性
の
向
上
や
行
政
運
営
の
効
率

化
を
図
り
ま
す
。

　

以
上
が
令
和
４
年
度
の
町
政

運
営
方
針
の
基
本
施
策
の
概
要

で
す
。こ
れ
ら
の
事
業
の
推
進
に

あ
た
っ
て
は
、議
会
並
び
に
住
民

の
み
な
さ
ま
の
、な
お
一
層
の
ご
理

解
と
ご
協
力
を
心
か
ら
お
願
い
申

し
あ
げ
ま
し
て
、令
和
４
年
度
の

町
政
運
営
方
針
と
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。

官
民
連
携
の
取
り
組
み

地
方
創
生
の
取
り
組
み

多
文
化
共
生
の
推
進

財
政
改
革

行
政
の
デ
ジ
タ
ル
化
の
推
進

深
日
港
活
性
化

下
水
道
事
業

管
理
不
全
な
空
家
等
の
解
消

岬
町
営
住
宅
長
寿
命
化
事
業

す
べ
て
の
人
が

輝
く
ま
ち
づ
く
り
を

進
め
る
ま
ち

結
び
に

岬
町
長 

田
代 

堯

岬
町
男
女
共
同
参
画

プ
ラ
ン
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地域おこし
協力隊
根田

　岬町のみなさま、こんにちは。地域おこし協力隊
の根田です。
　春めいた日々も感じられるようになりました。い
かがお過ごしでしょうか。
　4月は新しい年度の始まり、心機一転、新しいこ
とにチャレンジする絶好の月です。
　私事ですが、4月は誕生月ですので、春は昔か
ら大好きです。花粉症に悩まされますが。
　YouTube「みさきおこしチャンネル」も岬町のみ
なさまがチャンネル登録をしていただけるようにさ
まざまな企画を立ち上げていきます。
　そこで早速ですが、高校生以下の方にYouTube
チャンネルでしてみたい企画を大募集します。「クラ
スで長縄飛びのギネスに挑戦したい」など、みんな

でYouTuberになりましょう。
　企画の問い合わせはatukonda69@gmail.
comまでメールをください。4月末までの募集で、そ
こから選考していきます。楽しい企画をお待ちして
います。「未来の先に岬町!!!」
▶ 問 合 せ /まち
づくり交流館（多
奈川谷川3400-
6 多奈川駅徒歩
1分） ☎492-2775

（企画）

 地域おこし協力隊通信

町外から本町に移住してきた地域おこし協力隊は、まちの地域資源や空き家を活用した事業や移住
者支援、農漁業の活性化、それら事業に関わる広報など地域活性化に向けた事業に取り組んでいま
す。現在、多奈川駅前の元旅館を改装したまちづくり交流館で活動しています。まちづくり交流館では
貸館事業をおこなっています。ぜひお越しください。

地域おこし
協力隊って？

vol.17

まちづくり
交流館HP

みさきおこし
チャンネル

▶対象者／岬町に在住・在勤・在学の中学生以上
の方（中学生の方は保護者同伴もしくは保護者の
送迎をお願いします。）
▶講習／入門・基礎課程（初めて手話を学習される方）
▶日時／令和4年5月9日（月）〜令和5年3月27日

（月）の毎週月曜日（祝日除く）全40回：19時〜21時

▶場所／岬町役場住民活動センター
▶参加費／無料（但し、テキスト代3,300円を初回
に徴収します。）
▶申込期間／4月22日（金）まで（先着30名）
▶申込方法／福祉課窓口または電話による申込み
▶問合せ／福祉課 福祉係 ☎492-2700

　講習会では手話の学習だけではなく、「聴こえないってどんな障がい？」「普段の生活ではどんなことに困る
の？」など、聴覚障がい者への理解や手話通訳を目指す方の学習に対応した講習会です。ぜひご参加ください。

手話講習会を開講します！

6令和4年（2022年）4月号



▼
申
込
み・
問
合
せ
／
自
然
散
策

会
・
ふ
る
里
歴
史
研
究
会 

中
村 

☎
４
９
２

−

２
５
０
７
、高
木 

☎

４
９
２

−

３
３
０
７

※
次
回
は
５
月
14
日（
土
） 

横
手

か
ら
甲
山
方
面
を
予
定

～
ノ
ル
デ
ィ
ッ
ク
ウ
ォ
ー
ク
で
長
松

海
岸
を
あ
る
き
ま
し
ょ
う
～

▼
日
時
／
４
月
21
日（
木
）９
時

▼
集
合
場
所
／
岬
町
立
町
民
体

育
館
前 

※
雨
天
中
止

▼
コ
ー
ス
／
町
民
体
育
館
前
で
ノ

ル
デ
ィ
ッ
ク
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
の
講
習

後
、体
育
館
～
長
松
海
岸
万
葉
歌

碑
ま
で
の
往
復 

※
約
５
㎞ 

１
・

５
時
間

▼
参
加
費
／
一
般
の
方
は
２
０
０

円（
タ
コ
ク
ラ
ブ
会
員
は
無
料
）

▼
服
装
・
持
ち
物
／
履
き
な
れ
た

靴
・
帽
子
・
手
袋（
必
要
な
方
）・

飲
み
物
・マ
ス
ク
・
ウ
オ
ー
キ
ン
グ

～
サ
ク
ラ
の
名
草
山
～

▼
日
時
／
４
月
９
日（
土
）

▼
集
合
場
所
／
岬
公
園
駅（
８
時

31
分
発
市
駅
サ
ザ
ン
乗
車
） 

※
雨

天
中
止

▼
コ
ー
ス
／
紀
三
井
寺
～
名
草

小
学
校
～
内
原
神
社
～
登
山
口

～
マ
リ
ー
ナ
台
～
見
晴
ら
し
台
～

名
草
山
～
一
本
松
広
場
～
正
行

寺
～
紀
三
井
寺 

※
歩
行
時
間 

約
２
時
間
30
分 

約
７
・
５
㎞
の
一

般
コ
ー
ス

▼
参
加
費
／
交
通
費
１
２
０
０

円
※
会
員
以
外
の
参
加
者
は
別

途
２
０
０
円

▼
服
装
・
持
ち
物
／
長
袖
・
長
ズ

ボ
ン
・
マ
ス
ク
・
消
毒
液
・
弁
当
・

飲
み
物
・ス
ト
ッ
ク

※
車
で
紀
三
井
寺
駅
へ
行
か
れ

る
場
合
９
時
30
分
に
東
口
へ

4月の
イベント・
催し情報

4月30日までの日程は
カレンダー（22ページ）に

掲載しています。

４
月
の
散
策
会

ポ
ー
ル（
貸
し
出
し
用
の
ポ
ー
ル
が

あ
り
ま
す
。必
要
な
方
は
参
加
申

込
時
に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。）

▼
主
催
／
岬
町
総
合
型
地
域
ス

ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
・
み
さ
き
タ
コ
ク

ラ
ブ

▼
申
込
み・
問
合
せ
／
４
月
14
日

（
木
）ま
で
・
み
さ
き
タ
コ
ク
ラ
ブ
。

ノ
ル
デ
ィ
ッ
ク
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
教
室 

中
西 

☎
０
９
０
−

８
１
６
７

−

９
１
７
２
、伊
勢 

☎
０
８
０

−

５

３
２
７

−

５
２
４
０

ノ
ル
デ
ィッ
ク

ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
教
室

図書室だより 本の紹介

　淡輪公民館では、大阪府立中央図書館の
本も借りることができます。

▶淡輪公民館・図書室 ☎494-0300

ひぐまのキッチン   著者:石井 睦美

スカイツリーの花嫁花婿   著者:青柳 碧人

エレジーは流れない   著者:三浦 しをん

本のリクエストを受け付けています。

列車内ちかん被害相談
　鉄道警察隊では、24時間、相談を受け付けています！☎06-6885-1234
ちかん等の被害に遭われた方、目撃された方！一人で悩まず相談してください！
いちばん良い方法を考えましょう！　　　　　　　　   大阪府警察鉄道警察隊勇気の一声
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　親子で気軽に遊びに来てください。子どもたちは、「見て・触
れて・感じて!」いろんな事を学びます。保護者のみなさんと一緒
に悩み・考え・学びながら子育てを楽しみましょう。そして大切な
子どもたちを地域で温かく見守り育てていきましょう。

地域の子育て
応援します!

親子の交流・仲間づくりの場
出張ほのぼのクラブ

　親子の交流、仲間づくりの場としてご利用ください。
▶日時／○4月13日（水）10時30分〜11時30分
保育士によるふれあい遊びと保健師の育児相談。
○4月27日（水）10時30分〜11時30分
わらべ唄遊び、絵本等の紹介と栄養士による栄養相談。
▶場所／望海坂第１集会所
▶参加費／１家族につき初めての参加月に300円いただ
きます。（令和5年3月末まで）
▶問合せ／保健センター ☎492-2424

　岬町のみなさまでこどもを犯罪や事故から守るために
ご協力をお願いします。
〇学校安全ボランティア募集中！！
　朝の出勤前や家事の合間。みなさまの時間を少し、町
内のこどもたちに使っていただけませんか？
　「おはよう」「気をつけていってらっしゃい」「おかえり」

「まっすぐ帰りよー」そんな何気ないあいさつができる近
所のみなさまがいることこそ、こどもたちにとっての安全な
まちづくりにつながります。
　「学校安全ボランティア」にご登録いただき、こどもたちを
一緒に見守ってください。詳しくは、お問い合わせ先までご
連絡ください。
▶問合せ／生涯学習課 ☎492-2715（土・日曜日も開
館しています。月曜日休館）

毎月8日は『こども安全デー』です！

○らくがきクラブ
▶日時／4月10日（日）14時〜15時
※汚れても良い服装でお越しください。
※申し込み不要

アップル館からお知らせ

※府立中央図書館、公民館へのリクエストを受け付けています。
※休館日は岬だよりのカレンダーかアップル館ホームページをご覧ください。
▶問合せ／アップル館 ☎492-6050（FAX共）

　春を感じる絵本を展示しています。

○定例おたのしみ会
▶日時／4月23日（土）14時〜15時
▶内容／工作（プラパン作り）紙芝居他

○親子で楽しむ“わらべうた”
▶日時／4月24日（日）14時〜14時30分
▶対象／0才〜1才
※申し込み不要
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関西国際空港からのお知らせ
関西国際空港・大阪国際空港が
定時出発率世界1位を獲得！
　みなさま、飛行機に乗るとき、その飛行機が「時
間どおりに出発しているかどうか」、意識したことは
ありますか？電車やバスほど意識することは少ない
ですよね。
　このたび、航空関連情報の収集や提供をおこな
うCIRIUM（シリウム）が発表した、世界の航空会社
と空港の定時出発率の総合ランキング「The On-
Time Performance Awards 2021」において、中
規模空港部門で関西国際空港が、大規模空港部
門で大阪国際空港が、それぞれ世界1位を獲得し
ました。
　※空港のカテゴリーは、2021年6〜12月に運航
されたフライト総数における割合等により分類され
ています。
　今回の2空港同時受賞は、就航している各航空
会社の定時運航への日々の努力はもちろん、関西
エアポートグループのお客さまの旅をより快適でス

ムーズにする「ファストトラベル」の取り組み、そして
何よりも、空港をご利用いただくみなさまの定時運
航へのご協力があってこその受賞です。
　関西エアポートグループは引き続き、空港関連
事業者と連携し、航空機の定時出発確保にむけて
取り組み、お客さまが快適にご利用いただける空
港づくりを進めてまいります。
▶問合せ／関西国際空港案内 ☎455-2500

湯
豆
腐
は
踊
り
は
じ
め
が
食
べ
頃
よ

一
日
の
終
わ
り
は
葛
湯
小
さ
き
匙

雲
凍
て
り
何
も
な
き
日
の
鬼
子
母
神

練
炭
に
数
多
の
灯
り
揺
れ
登
る

正
月
へ
集
ま
り
去
り
ぬ
孫
の
旅

熊
野
路
の
椿
紅
白
咲
き
分
け
る

岩
田 

史
子

大
出 

由
紀
代

佐
藤 

美
根
子

竹
内 

み
よ
子

安
倍 

田
鶴
子

ば
も
と
と
し
お

一
寸
思
案
蟹
に
目
の
ゆ
く
年
金
日

不
揃
い
の
花
苗
出
番
待
っ
て
い
る

勝
手
な
耳
都
合
悪
い
と
聞
か
ぬ
ふ
り

リ
ビ
ン
グ
で
本
を
片
手
に
テ
ィ
ー
タ
イ
ム

じ
い
嘆
く
マ
ス
ク
外
せ
ば
孫
泣
く
と

身
の
丈
に
生
き
て
寒
夜
の
仕
舞
い
風
呂

な
る
ほ
ど
と
う
な
ら
せ
る
ほ
ど
い
い
仕
事

瓢
箪
に
安
値
の
ネ
ッ
ク
レ
ス
を
掛
け

一
筆
啓
上
年
寄
り
泣
か
す
な
値
上
げ
す
な

心
を
満
た
す
友
の
笑
顔
と
花
景
色

迷
惑
な
間
違
い
電
話
真
夜
中
に

入
学
式
夢
と
希
望
を
胸
に
抱
き

栄
養
の
バ
ラ
ン
ス
ご
馳
走
い
た
だ
い
て

か
く
し
味
食
事
の
す
す
む
舌
に
き
く

順
調
に
老
化
を
自
覚
忘
れ
物

大
平 

洋
子

岸
本 

令
子

後
藤
田 

君
子

小
内 

智
子

高
橋 

茂
平

辻
下 

和
美

徳
橋 

兼
時

服
部 

雄
三
郎

古
市 

和
典

星
野 

富
美
子

細
川 

清
一

南 

都
世

八
木 

圭
子

吉
本 

晴
美

渡
辺 

貞
夫

川
柳 

せ
ん
り
ゅ
う
（
岬
川
柳
会
）

俳
句 

は
い
く
（
J
A
大
阪
泉
州
女
性
会
岬
支
部
）
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な
い
分
の
税
額
に
限
り
ま
す
。）

■
町
民
税

○
生
活
保
護
を
受
け
て
い
る
方

○
災
害
に
よ
る
被
害
を
受
け
た
方

（
家
屋
に
つ
い
て
は
、被
害
程
度

が
半
壊
以
上
の
場
合
）

○
当
該
年
に
所
得
が
皆
無
に
な
り
、

生
活
が
著
し
く
困
難
と
な
っ
た
方

■
固
定
資
産
税

○
貧
困
に
よ
り
生
活
の
た
め
公
私

の
扶
助
を
受
け
て
い
る
方

○
災
害
に
よ
る
被
害
を
受
け
た
方

（
家
屋
に
つ
い
て
は
、被
害
程
度

が
半
壊
以
上
の
場
合
）

○
高
齢
者
や
収
入
が
少
な
い
方

で
、次
の
①
～
⑤
の
要
件
す
べ
て

に
該
当
す
る
方

①
所
有
者
が
65
歳
以
上
、特
別
障

が
い
者(

３
級
を
含
む)

、寡
婦
・
ひ

と
り
親
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

②
所
有
者
お
よ
び
そ
の
家
族
全
員

（
生
計
を
一
に
す
る
者
）の
個
人

町
民
税
が
非
課
税
で
あ
る
こ
と

③
自
己
居
住
用
以
外
の
土
地
・
家

屋
を
所
有
し
て
い
な
い
こ
と

④
家
屋
の
床
面
積
が
70
㎡
以
下

で
あ
る
こ
と

⑤
固
定
資
産
税
の
年
税
額
が
５

万
円
以
下
で
あ
る
こ
と

■
軽
自
動
車
税（
種
別
割
）

○
身
体
障
が
い
者
等
ま
た
は
身
体

障
が
い
者
等
の
家
族（
生
計
を
一

に
す
る
者
）が
所
有
し
、当
該
障
が

い
者
の
た
め
に
使
用
す
る
場
合

※
障
が
い
者
一
人
に
つ
き
一
台
の

み
。普
通
自
動
車
と
の
重
複
減
免

は
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

　

な
お
、右
記
各
税
目
に
お
い
て

詳
細
要
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
場

合
が
あ
り
ま
す
の
で
、詳
し
く
は

税
務
課
課
税
係
に
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ
／
税
務
課 

課
税
係 

☎

４
９
２

−

２
７
５
２（
町
民
税･

軽

自
動
車
税
）、☎
４
９
２

−

２
７

５
７（
固
定
資
産
税
）

■
新
型
コ
ロ
ナ
の
影
響
に
よ
り
期

限
ま
で
の
申
告
等
が
困
難
で
あ
っ

た
方
の
申
告
・
納
付
等
に
つ
い
て

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
影
響
に
よ
り
、期
限
内
の
申
告

等
が
困
難
で
あ
っ
た
場
合
に
は
、

令
和
４
年
４
月
15
日（
金
）ま
で

の
間
、簡
易
な
方
法（
※
）に
よ
り

申
告
・
納
付
等
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

※
提
出
の
際
、申
告
書
の
余
白
等

に「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る

申
告
・
納
付
期
限
延
長
申
請
」で

あ
る
旨
を
記
載
し
て
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

※
軽
自
動
車
税
に
つ
い
て
、納
税

通
知
書（
納
付
書
）に
付
い
て
い
る

車
検
用
の
納
税
証
明
書（
督
促
状

や
再
発
行
し
た
納
付
書
は
除
く
）

が
必
要
な
場
合
は
、本
町
指
定
の

納
付
場
所（
金
融
機
関
・コ
ン
ビ
ニ

エ
ン
ス
ス
ト
ア
）ま
た
は
、役
場
内

指
定
金
融
機
関
の
窓
口
で
納
付
し

て
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ
／
税
務
課 

納
税
係 

☎

４
９
２

−

２
７
６
５

　

生
活
保
護
法
に
基
づ
く
生
活
扶

助
を
受
け
て
い
た
り
、災
害（
火
災
、

風
水
害
な
ど
）に
よ
る
被
害
を
受

け
た
場
合
に
、ご
本
人
の
申
請
に
よ

り
、税
の
減
免
を
受
け
ら
れ
る
制
度

が
あ
り
ま
す
。減
免
を
受
け
ら
れ
る

場
合
は
、各
税
目
ご
と
の
減
免
申

請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、納

期
限
前
ま
で
に
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。（
減
免
の
対
象
と
な
る
の
は
、原

則
と
し
て
納
期
限
が
到
来
し
て
い

　

個
人
住
民
税（
普
通
徴
収
分
）、

固
定
資
産
税
、軽
自
動
車
税
を
ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
ア
プ
リ
で
納
め
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　

対
象
と
な
る
の
は
、納
付
書
１

枚
の
金
額
が
30
万
円
以
下
で
納

付
書
に
バ
ー
コ
ー
ド
が
印
刷
さ
れ

た
も
の
に
限
り
ま
す
。

※
納
期
限
が
過
ぎ
た
も
の
や
金

額
が
訂
正
さ
れ
た
も
の
は
利
用
で

き
ま
せ
ん
。

■
納
付
で
き
る

　
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
ア
プ
リ

○
Ｐ
ａ
ｙ
Ｐ
ａ
ｙ

○
Ｌ
ｉ
ｎ
ｅ
Ｐ
ａ
ｙ

○
Ｐ
ａ
ｙ
Ｂ

○
支
払
秘
書

※
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
ア
プ
リ
で
納
付

す
る
と
、領
収
書
が
発
行
さ
れ
ま

せ
ん
。領
収
書
が
必
要
な
場
合
は
、

本
町
指
定
の
納
付
場
所（
金
融
機

関
・コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
）ま
た

は
、役
場
内
指
定
金
融
機
関
の
窓

口
で
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

　
税

税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

お らし せ

町
税
の
減
免
に

関
す
る
お
知
ら
せ

町
税
が

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
ア
プ
リ
で

納
付
で
き
ま
す

　

な
お
、令
和
４
年
４
月
15
日

（
金
）ま
で
に
簡
易
な
方
法
に
よ

り
申
告
と
同
時
に
個
別
延
長
の
申

請
を
さ
れ
た
場
合
は
、原
則
と
し

て
、申
告
書
の
提
出
日
が
申
告
・

納
付
期
限
と
な
り
ま
す
。そ
の
た

め
、申
告
・
納
付
が
可
能
と
な
っ
た

時
点
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、令
和
４
年
４
月
16
日

（
土
）以
降
で
あ
っ
て
も
、「
災
害

に
よ
る
申
告
、納
付
等
の
期
限

延
長
申
請
書
」を
提
出
す
る
こ
と

で
、申
告
・
納
付
等
の
期
限
を
延

長
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

▼
問
合
せ
／
泉
佐
野
税
務
署 

☎

４
６
２

−

３
４
７
１

※
岬
町
で
の
令
和
３
年
分
所
得

税
の
確
定
申
告
の
受
付
は
、令
和

４
年
３
月
15
日（
火
）を
も
っ
て
終

了
い
た
し
ま
し
た
。提
出
さ
れ
る

方
は
、泉
佐
野
税
務
署
へ
ご
提
出

い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た

し
ま
す
。
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その契約が必要かよく検討する力を身に付けてお
くことが重要です。
■困った！どうしよう！そんなときはすぐ相談を
　大丈夫と思った契約がトラブルに発展した、興
味があるけど契約しても大丈夫だろうか、など、
困ったときや心配なときは、すぐに消費者ホットライ
ンに相談してください。

▶消費者トラブルに関する問合せ／産業観光促
進課 ☎492-2749

令和4年4月1日から18歳は「大人」です
　民法改正により、成年年齢が現行の20歳から18歳に引き下げられます。
　引き下げ後は18歳の誕生日を迎えた日に成人となり、現在すでに18歳、19歳に達している人は令和4年
4月1日に一斉に新成人となります。
　成年に達すると、保護者の同意がなくても自分の意思で契約できたり、特定の国家資格を取得することな
どができるようになります。また、成年に達してもこれまで通り20歳にならないとできないこともあります。

■よく考えて決めよう!
　自分の責任で契約するということ
　未成年者の場合、契約には親の同意が必要で、
親の同意を得ずに契約した場合は、民法の定めに
よって、その契約を取り消すことができました。
　成年に達すると、親の同意がなくても自分で契約
ができるようになりますが、その契約に対して責任
を負うことになります。
　契約にはさまざまなルールがあり、そうした知識
がないまま、安易に契約を交わすとトラブルに巻き
込まれる可能性があります。社会経験に乏しく、保
護がなくなったばかりの成年を狙い打ちにする悪
質な業者もいます。
　そうしたトラブルに遭わないためには、契約に関
する知識を学び、さまざまなルールを知ったうえで、

イメージキャラクター／イヤヤン

18歳（成年）になったら
できること

○親の同意がなくても契約できる。
　・携帯電話の契約をする。
　・ローンを組んで高額な買い物をする。
　・クレジットカードをつくる。
　・一人暮らしの部屋を借りる。 など
○10年有効のパスポートを取得する。
○ 公認会計士や司法書士、医師免許、薬剤師免許などの国家資格を

取る。
○結婚
　 女性の結婚可能年齢が16歳から18歳に引き上げられ、男女とも18歳に。
○ 性同一性障害の人が性別の取扱いの変更審判を受けられる。
※普通自動車免許の取得は従来と同様、「18歳以上」で取得可能。

20歳にならないと
できないこと

（これまでと変わらないこと）

○お酒を飲む。
○タバコを吸う。
○競馬や競輪、オートレースなどの公営ギャンブル
○養子を迎える。
○大型・中型自動車運転免許の取得。
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お らし せ
　

障
害
者
総
合
支
援
法
第
78
条

で
定
め
る「
特
に
専
門
性
の
高
い

要
約
筆
記
者
」の
養
成
を
お
こ
な

う
た
め
の「
要
約
筆
記
者
養
成
講

座
」を
実
施
し
ま
す
。

▼
日
時
／
６
月
19
日
～
12
月
４
日

（
全
21
回
）※
講
座
は
基
本
土
曜

日
に
開
催
。 

初
回
６
月
19（
日
）、

最
終
回
12
月
４
日（
日
）の
み
日

曜
開
催
。 

▼
場
所
／
大
阪
府
立
福
祉
情
報

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー 

▼
対
象
者
／
大
阪
府
内
に
居
住
、

通
学
ま
た
は
通
勤
さ
れ
て
い
る
方

で
、要
約
筆
記
者
と
し
て
活
動
す

る
意
思
の
あ
る
方
。

▼
定
員
／
①
手
書
き
コ
ー
ス
10
名

程
度 

②
P
C
コ
ー
ス
10
名
程
度

▼
備
考
／
受
講
料
は
無
料
。た
だ

し
、テ
キ
ス
ト
代
は
実
費
負
担
。

▼
申
込
み
／
受
講
申
込
書
を
締
切

（
５
月
９
日
予
定
）〔
消
印
有
効
〕

ま
で
に
郵
送〔
〒
５
３
７

−

０
０

２
５ 

大
阪
府
大
阪
市
東
成
区
中

募　
集

令
和
４
年
度 
大
阪
府

要
約
筆
記
者
養
成
講
座 

受
講
者
募
集

『
せ
ん
な
ん
里
海
公
園

フ
ォ
ト
コ
ン
テ
ス
ト
』

参
加
者
募
集

令
和
４
年
度

府
営
住
宅
総
合
募
集

（
入
居
者
募
集
）

道
１
丁
目
３

−

59 

大
阪
府
立
福

祉
情
報
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン

タ
ー 

３
Ｆ(

要
約
筆
記) 

特
定
非

営
利
活
動
法
人
大
阪
府
中
途
失

聴
・
難
聴
者
協
会
〕ま
た
は
大
阪

府
H
P
か
ら
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申

込
み 

▼
問
合
せ
／
府
民
お
問
合
せ
セ
ン

タ
ー 

☎
06

−

６
９
１
０

−

８
０

０
１（
平
日
９
時
～
18
時
）

　

身
体
障
が
い
者
の
自
立
と
社
会

参
加
の
促
進
を
目
的
と
し
て
、盲

導
犬
、介
助
犬
、お
よ
び
聴
導
犬
の

使
用
希
望
者
を
募
集
し
ま
す
。（
選

考
の
う
え
、使
用
者
を
決
定
）

▼
募
集
期
間
／
４
月
４
日（
月
）

～
５
月
13
日（
金
） 〔
必
着
〕

▼
申
込
方
法
／
府
H
P
ま
た
は

役
場
福
祉
課
窓
口
で
配
布
す
る

申
請
書
に
記
入
の
う
え
、郵
送

に
て
。

▼
申
込
み
・
問
合
せ
／
府
障
が

い
福
祉
室
自
立
支
援
課 

☎
06

−

６
９
４
４

−

９
１
７
６

身
体
障
が
い
者

補
助
犬
使
用
者
の
募
集 

　

新
婚
世
帯
や
小
学
生
以
下
の
子

ど
も
を
含
む
親
子
を
中
心
と
す
る

世
帯
を
対
象
と
し
た「
新
婚
・
子
育

て
世
帯
向
け
」の
ほ
か
、「
一
般
世
帯

向
け
」、「
福
祉
世
帯
向
け
」、「
車
い

す
常
用
者
世
帯
向
け
」な
ど
の
応

募
区
分
ご
と
に
府
営
住
宅
の
入
居

者
を
年
６
回
募
集
し
ま
す
。募
集

案
内
・
申
込
書
は
、大
阪
府
営
住
宅

泉
佐
野
管
理
セ
ン
タ
ー
、府
民
お
問

合
せ
セ
ン
タ
ー
情
報
プ
ラ
ザ
や
役
場

建
築
課
住
宅
管
理
係
な
ど
で
配
布

し
ま
す
。

▼
申
込
書
配
布
・
受
付
期
間
／

○
第
１
回
：
令
和
４
年
４
月
１
日

～
４
月
15
日

○
第
２
回
：
令
和
４
年
６
月
１
日

～
６
月
15
日

○
第
３
回
：
令
和
４
年
８
月
１
日

～
８
月
15
日

○
第
４
回
：
令
和
４
年
10
月
３
日

～
10
月
17
日

○
第
５
回
：
令
和
４
年
12
月
１
日

～
12
月
15
日

○
第
６
回
：
令
和
５
年
２
月
１
日

～
２
月
15
日

▼
申
込
方
法
／
申
込
書
を
郵
送

（
消
印
有
効
）ま
た
は
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト（
大
阪
府
営
住
宅
泉
佐
野

管
理
セ
ン
タ
ー
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
申
し
込
み
が
で
き
ま
す
。）

※
申
し
込
み
に
あ
た
っ
て
は
、収

入
基
準
な
ど
の
申
込
資
格
を
満

た
し
て
い
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

詳
し
く
は
募
集
案
内
で
ご
確
認

く
だ
さ
い
。

※
過
去
の
総
合
募
集
で
応
募
割

れ
が
あ
っ
た
住
宅
の
随
時
募
集

も
あ
り
ま
す
。（
通
年
）

▼
問
合
せ
／
大
阪
府
営
住
宅
泉

佐
野
管
理
セ
ン
タ
ー 

☎
４
５
８

−

２
８
５
０

■
せ
ん
な
ん
里
海
公
園
で
自
然
と

の
ふ
れ
あ
い
デ
ビ
ュ
ー
！

▼
主
催
／
せ
ん
な
ん
里
海
公
園

管
理
事
務
所

▼
募
集
期
間
／
４
月
１
日（
金
）

～
10
月
31
日（
月
）

▼
応
募
規
定
／

○
せ
ん
な
ん
里
海
公
園
で
撮
影
さ

れ
た
未
発
表
の
写
真
で
あ
る
こ
と

○
風
景
撮
影
の
場
合
は
デ
ジ
タ
ル

加
工
を
し
て
い
な
い
こ
と

○
人
物
撮
影
の
場
合
は
、被
写
体

（
子
供
の
場
合
は
保
護
者
）の
許

可
を
得
て
い
る
こ
と

○
入
賞
作
品
は
、デ
ー
タ
を
提
供

し
て
い
た
だ
け
る
作
品
に
限
り

ま
す
。

※
著
作
権
は
撮
影
者
に
帰
属
し

ま
す
が
、作
品
の
利
用
を
公
園
管

理
事
務
所
に
承
認
し
て
い
た
だ
け

る
こ
と
。

▼
応
募
枚
数
／
お
一
人
さ
ま
２

点
ま
で

▼
賞
品
／
優
秀
作
品
に
は
Q
U
O

カ
ー
ド
と
駐
車
場
優
待
券
を
贈

呈（
該
当
者
が
な
い
場
合
も
あ
り

ま
す
。）

▼
応
募
方
法
／
持
参
・
郵
送
・

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り
応
募
い
た
だ

け
ま
す
。http://w

w
w

.osaka-
park.or.jp/rinkai/sennan/
ibent.htm

▼
問
合
せ
／
せ
ん
な
ん
里
海
公

園
管
理
事
務
所 

☎
４
９
４

−

２

６
２
６
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～
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
は
子
育
て
中
の

み
な
さ
ま
の
お
仕
事
さ
が
し
を
応

援
し
ま
す
！
～

　

仕
事
と
子
育
て
の
両
立
を
目

指
す
方
の
お
仕
事
さ
が
し
を
応
援

す
る
た
め
、専
門
ス
タ
ッ
フ
が
担
当

者
制
に
よ
る
個
別
支
援（
応
募
書

類
作
成
や
面
接
対
策
、求
人
の
案

内
等
）で
就
職
に
向
け
て
全
面
サ

ポ
ー
ト
！
お
子
さ
ま
連
れ
で
も
安

心
し
て
お
越
し
い
た
だ
け
る
よ
う

キ
ッ
ズ
ス
ペ
ー
ス
や
授
乳
室
も
完

備
！
ご
利
用
の
際
は
事
前
の
予

約
も
可
能
で
す
。ぜ
ひ
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

▼
問
合
せ
／
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
泉
佐

野（
職
業
相
談
部
門
：
マ
ザ
ー
ズ

コ
ー
ナ
ー
） 

☎
４
６
３

−
０
５
６
５

（
部
門
コ
ー
ド
41
＃
）

４
月
１
日

マ
ザ
ー
ズ
コ
ー
ナ
ー
を

Ｏ
Ｐ
Ｅ
Ｎ
！

そ
の
他

　令和4年4月分から手当額が改定されます。

▶対象／特別障がい者手当・障がい児福祉手当を受給している方
▶金額／○特別障がい者手当　27,350円→27,300円
　　　　○障がい児福祉手当　14,880円→14,850円
　なお、特別障がい者手当、障がい児福祉手当とは下表のとおりです。

▶問合せ／大阪府岸和田子ども家庭センター生活福祉課 ☎430-4321
　　　　   岬町福祉課福祉係 ☎492-2700

特別障がい者手当

支給対象 満20歳以上の在宅の方で、身体または精神に著しく重度で永続する障がい（知的障が
いを含む）があるため、日常生活に常時特別の介護を必要とする方

支給制限
①病院等に3か月を超えて入院している方
②施設に入所している方
③本人、配偶者、扶養義務者の所得が一定金額以上ある方

障がい児福祉手当

支給対象 満20歳未満の在宅の方で、身体または精神に重度で永続する障がい（知的障がいを
含む）があるため日常生活に常時の介護を必要とする方

支給制限
①障害年金などの障がいを支給理由とする年金を受給されている方
②施設に入所している方
③本人、配偶者、扶養義務者の所得が一定金額以上ある方

特別障がい者手当・障がい児福祉手当の
手当額改定について
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お らし せ

（注1）賦課のもととなる所得金額とは、総所得金額等（前年の総所得金額および山林所得金額ならびに他の所得と区
分して計算される所得の金額（分離課税として申告された株式の譲渡所得や配当所得・土地等の譲渡所得など）の合
計額）から基礎控除額を控除した額です。（雑損失の繰越控除額は控除しません。）

（注1）給与所得者等とは次のいずれかの条件を満たす方になります。
（１）給与等の収入金額が55万円を超える方
（２）65歳未満かつ公的年金等収入金額が60万円を超える方
（３）65歳以上かつ公的年金等収入金額が125万円を超える方

軽減割合 軽減後の均等割額（年額） 所得の判定区分
（同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額）

7割 16,338円 【基礎控除額（43万円）＋10万円×（給与所得者等の数（注1）
－1）】を超えないとき

5割 27,230円 【基礎控除額（43万円）＋28万5千円×（被保険者数）＋10万
円×（給与所得者等の数（注1）－1）】を超えないとき

2割 43,568円 基礎控除額（43万円）＋52万円×（被保険者数）＋10万円×
（給与所得者等の数（注1）－1）】を超えないとき

年間保険料
（限度額66万円）

＝ ＋
均等割額

被保険者１人当たり
54,461円

所得割額
賦課のもととなる所得金額（注1）

×所得割率11.12％

①均等割額の軽減
　世帯の所得水準に応じて保険料の均等割額（54,461円）が下記の割合で軽減されます。

②会社の健康保険などの被扶養者であった方の保険料の軽減
　後期高齢者医療制度に加入する日の前日において、会社の健康保険や共済組合、船員保険の被扶養者であった方
は、新たに保険料をご負担いただくことになります。当面の間、所得割額は課されず、資格取得後2年間は均等割額の5
割が軽減されます。
　なお、上記（1）の均等割額軽減措置の7割軽減に該当する方については、均等割額の軽減割合は7割軽減が適用さ
れます。
　※国民健康保険・国民健康保険組合に加入されていた方は対象となりません。
③留意事項
　軽減対象となる方の判定は、大阪府後期高齢者医療広域連合が市区町村から提供された所得情報に基づいておこ
ないますので、被保険者のみなさまから申請をいただく必要はありません。ただし、所得情報がない場合は判定ができま
せんので、市区町村の後期高齢者医療担当窓口への簡易申告等が必要です。

○保険料の軽減が受けられる場合

　後期高齢者医療制度の保険料率は、2年ごとに設定しています。
　令和4年度は、被保険者均等割額54，461円、所得割率11.12％により保険料を算定します。
■令和4・5年度の保険料の算定方法（大阪府）

○令和4年度から保険料率が変わります

後期高齢者医療制度に関するお知らせ
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■問合せ／○大阪府後期高齢者医療広域連合 資格管理課  ☎06-4790-2028
　　　　　※受付時間：月〜金曜日（祝日を除く）9時〜17時30分
　　　　　○役場保険年金課 ☎492-2705

国民年金保険料について
料を納めないと障害基礎年金や遺族基礎年金が
受給できない場合がありますので、忘れずに納めて
ください。
　なお、納付が難しい場合は、申請をすることによ
り免除等を受けることができる場合があります。
　詳しくは、お問い合わせください。
▶問合せ／貝塚年金事務所 ☎431-1122、役場
保険年金課 ☎492-2705

　日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の
方で、厚生年金保険加入者や共済年金加入者、お
よびその扶養配偶者以外の方は、国民年金保険
に加入し、保険料を納付する必要があります。納付
することで、老齢・障害・死亡による「基礎年金」を
受け取ることができます。
　1か月の保険料は16，590円（令和4年度）です。
納付方法には、口座振替、納付書による納付、クレ
ジットカード納付があります。納付期限までに保険

○保険料額のお知らせと納め方

①特別徴収（年金から納めていただく）の方
　介護保険料の徴収対象となっている年金受給額が年額18万円以上あり、介護保険料と後期高齢者医療保険料の
合算額が、対象となる年金額の1回当たりの年金受給額に対して2分の1を超えない方は、原則年6回の年金受給日に、
年金から差し引かれます。
②普通徴収（口座振替や納付書で納めていただく）の方
　特別徴収以外の方は、口座振替や納付書で納めていただきます。本年7月に、令和4年度の後期高齢者医療保険料
の決定（本算定）にかかる「保険料額決定通知書」と「納入通知書」の一体型通知書を送付しますので、その後、口座振
替や納付書（納入通知書）の方法により9期（7月から翌年3月まで）で納めていただきます。

①令和4年2月に保険料を特別徴収された方
　4月の年金受給時に、2月に差し引かれた金額と同額を仮徴収額として納めていただきます。この場合、保険料額の通
知はありません。ただし、6・8月分は、4月分と同額が適当でないと市町村が判断すれば仮徴収額が変更されることがあ
り、その場合は、変更通知書が送付されます。
②令和3年度は普通徴収で、4・6・8月から新たに特別徴収の対象となる方
　令和3年度の保険料額をもとに仮徴収額を決定します。その場合、事前に「保険料仮徴収額決定通知書」と「納入通
知書兼特別徴収開始通知書」の一体型通知書を送付しますので、ご確認ください。

○仮徴収（令和3年中の所得が確定するまでの仮納付：4・6・8月）

　令和4年度の後期高齢者医療保険料の決定（本算定）後の10月以降、引き続きまたは新たに特別徴収となる方は、7
月に「保険料額決定通知書」と「特別徴収開始通知書」の一体型通知書を送付します。
　10・12・2月の年金受給時に、令和3年中の所得に基づいて計算された年間保険料から仮徴収等によりすでに納め
ていただいた金額を差し引いた額を、支払回数に振り分けて納めていただきます。

○本算定後の特別徴収
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お らし せ

▶問合せ／○大阪府後期高齢者医療広域連合 給付課  ☎06-4790-2031、 06-4790-2030
　　　　　※受付時間：月〜金曜日(祝日を除く。)9時〜17時30分
　　　　　○役場保険年金課  ☎492-2705

　大阪府後期高齢者医療広域連合では、歯科健診を
実施しています。歯や歯肉の状態だけでなく、お口の機
能を含めてチェックをしますので、義歯を使用中の方も
積極的に受診してください。4月下旬から5月上旬にかけ
て「歯科健診のお知らせ」をお送りします。（年度途中に
新たに75歳になられる方には、誕生月の翌月にお送りし
ます。）
　広域連合が指定する歯科医院等において、年度中

（当該年度の3月31日まで）に無料で1回受診すること
ができます。受診の際は、事前に歯科医院へお問い合わ

せのうえ、被保険者証を忘れずにお持ちください。（受診
券はありません。）
　ただし、以下に該当する方は、歯科健診の対象外とな
ります。
①病院または診療所に6か月以上継続して入院中の方
②特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、養護老人
ホーム、障がい者支援施設などの施設に入所または入
居している方
※受診の際は、事前に必ず受診希望の歯科医院へ実施
状況を含めてお問い合わせください。

後期高齢者医療歯科健康診査

　大阪府後期高齢者医療広域連合では、健康診査を
実施しています。糖尿病や高血圧症等の生活習慣病に
加え、加齢に伴う心身の衰え（フレイル）等のチェックを
しますので、現在生活習慣病で通院されている方も積
極的に受診してください。4月下旬から5月上旬にかけて

「健康診査受診券」を「受診券在中」の記載のある封筒
にてお送りします。（年度途中に新たに75歳になられる
方には、誕生月の翌月にお送りします。）
　受診券がお手元に届きましたら、広域連合が指定す
る医療機関等において、年度中（当該年度の3月31日ま
で）に1回、無料で受診することができます。受診の際は、

受診券と被保険者証を忘れずにお持ちください。
　ただし、以下に該当する方は、健康診査の対象外とな
ります。
①病院または診療所に6か月以上継続して入院中の方
②特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、養護老人
ホーム、障がい者支援施設などの施設に入所または入
居している方
※受診の際は、事前に必ず受診希望の医療機関へ実施
状況を含めてお問い合わせください。
※人間ドックを受診された方は、健康診査を受診する必
要はありません。

後期高齢者医療健康診査

してください。
▶申請に必要なもの／
①受診された人間ドックの「領収書」
②検査結果通知書一式（コピー可）
③後期高齢者医療被保険者証
④口座情報がわかるもの
⑤申請書
※申請者以外の口座に振り込む場合で、申請者がご自
身で記入されない場合は、印鑑が必要です。

　大阪府後期高齢者医療広域連合では、人間ドックを
受診された場合の費用の一部を助成しています。費用
の助成を受ける際は、人間ドックを受診し、いったん費用
全額を自己負担していただいてから、市区町村の担当
窓口に費用助成を申請してください。
　なお、各年度中（4月1日から当該年度の3月31日まで）
1回の受診に対し、26,000円を上限として費用の一部を
助成します。
　人間ドックを受診された方は、領収書等を大切に保管

人間ドック費用の一部助成

後期高齢者医療制度に関するお知らせ

健康診査・歯科健診の実施、人間ドック費用の助成について
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一定以上の所得のある後期高齢者医療の被保険者※1の
医療費の窓口負担割合が変わります

　令和4年10月1日から、一定以上の所得のある方(75歳以上の方等で後期高齢者医療の被保険者)は、現役並み所
得者(窓口負担割合3割)を除き、窓口負担割合が2割になります。
　世帯の窓口負担割合が2割の対象となるかどうかは、75歳以上の方等の課税所得（※2）や年金収入（※3）をもとに、
世帯単位で判定します。(前年中の所得をもとに被保険者証を送ります。) 窓口負担割合2割の対象となるかどうかは 主
に以下の流れで判定します。

　施行後3年間(令和7年9月30日まで)は、2割負担となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに
伴う負担増加額が3,000円までとなる配慮措置があります。(入院の医療費は対象外です。)
　配慮措置の適用で払い戻しとなる方は、高額療養費として事前に登録されている高額療養費の口座へ後日払い戻し
ます。なお、厚生労働省や地方自治体が、電話や訪問で口座情報登録をお願いすることや、ATMの操作をお願いするこ
とは絶対にありません。不審な電話があったときは、警察署または消費生活センターにお問い合わせください。

窓口負担割合2割の施行日と判定の流れ

世帯全員が
3割

世帯全員が
1割 1割 世帯全員が

1割2割 世帯全員が
2割

窓口負担割合が2割となる方には負担を抑える配慮措置があります

▶問合せ／○大阪府後期高齢者医療広域連合 資格管理課  ☎06-4790-2028、 06-4790-2030
　　　　　※受付時間：月〜金曜日(祝日を除く。)9時〜17時30分
　　　　　○役場保険年金課  ☎492-2705

現役並み所得者（※4）に該当するか

世帯内75歳以上の方のうち課税所得が28万円以上の方がいるか

世帯に75歳以上の方が2人以上いるか

「年金収入＋その他の
合計所得金額（※5）」が

200万円以上か

「年金収入＋その他の
合計所得金額」の合計が

320万円以上か

※1／後期高齢者医療の被保険者とは：75歳以上の方(65〜74歳で一定の障害の状態にあると広域連合から認定を受けた方を
含む)
※2／「課税所得」とは：住民税納税通知書の「課税標準」の額(前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除、所得控除(基
礎控除や社会保険料控除等)を差し引いた後の金額)です。
※3／「年金収入」には、遺族年金や障害年金は含みません。
※4／「現役並み所得者」とは：課税所得145万円以上で、医療費の窓口負担割合が３割の方。
※5／「その他の合計所得金額」とは：事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額のことです。

該当する 該当しない

いない いる

1人だけ

200万円
未満

200万円
以上

320万円
未満

320万円
以上

2人以上
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お らし せ

お忘れではないですか？
～住民税非課税世帯等臨時特別給付金（10万円/1世帯）～

　新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、さまざまな困難に直面した方々の生活・暮らしを速や
かに支援するために、住民税非課税世帯等に対して1世帯あたり10万円給付の臨時特別給付金事業が実
施されています。

▶支給対象者／①基準日（令和3年12月10日）
において、世帯全員の令和3年分の住民税（均等
割）が非課税の世帯
②令和3年1月以降の収入が新型コロナウイルス
感染症の影響により減少し、住民税非課税相当
の収入となった世帯（家計急変世帯）
※①、②ともに住民税が課税されている方から
扶養を受けている方のみで構成された世帯を
除く。
▶受給権者／支給対象者の属する世帯の世帯主
▶申請方法／○支給対象者①に該当する世

帯には、確認書を送付していますので、5月23日
（月）までに返送してください。
○支給対象者②に該当する場合は、9月30日

（金）までに申請が必要です。
※申請期限を過ぎますと臨時特別給付金の給付
が受けられなくなりますのでご注意ください。
　詳しくは、岬町ホームページをご覧ください。
▶問合せ／岬町臨時特別給付金
担当 ☎468-9692

土砂災害特別警戒区域内の住宅について
「解体・移転費用」を補助します！

　災害に強いまちづくりの観点から、土砂災害が発生した場合、被害のおそれがある区域（土砂災害特別
警戒区域内※）に建てられた住宅について、解体費用および解体に伴う安全な区域への移転費用の一部
を補助します。

▶補助内容①／解体費用 最大：97万5千円
▶補助内容②／移転先住宅の新築・購入・改修
に係る借入利子分 最大：421万円（ただし、年利
率8.5％を限度とする。）

（※）土砂災害特別警戒区域とは…土砂災害防
止法に基づき大阪府が指定した区域。
　申請には補助の対象となる一定の基準があります。
　詳細については、下記へお問い合わせください。
▶問合せ／土木下水道課 土木係 ☎492-2744

住
宅
用
火
災
警
報
器
設
置

状
況
の
調
査
に
ご
協
力
を2次元コード
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春の全国交通安全運動！！

大阪府警察官募集中！！　

春の地域安全運動の実施！！

■スローガン／確認の 甘さが苦い 事故を呼ぶ
■全国重点／○子供を始めとする歩行者の安全確保
　　　　　　○歩行者保護や飲酒運転根絶等の安全運動意識の向上
　　　　　　○自転車の交通ルール遵守の徹底と安全確保
■大阪重点／○二輪車の交通事故防止
　　　　　　交通ルールを遵守し、交通事故防止に努めましょう。

泉南警察署交通課

　この運動は、安全で安心して暮らせるまちをスローガンに、地域一体となって取り組む活動です。
　みんなで力をあわせて「犯罪発生、何にもさ泉南警察（何んにもさせん）地域一丸」を目指してがんばりましょう！！

泉南警察署・泉南警察署管内防犯協会

▶問合せ／泉南警察署 ☎471-1234

4月6日（水）〜15日（金）まで間は、春の全国交通安全運動期間です。

4月18日（月）〜27日（水）までの間、春の地域安全運動を実施します。
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４
月
８
日

（
金
）締
め
切
り

▼
申
込
み・
問
合
せ
／
福
祉
課
高

齢
介
護
係 

☎
４
９
２

−

２
７
１
６

（
直
通
）、
４
９
２

−

５
８
１
４

令
和
３
年
中
の
火
災
・

救
急
・
救
助
の
概
況

詳細は
2次元コードから
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お らし せ

▶注射料金／１頭 2,750円
▶注射済票交付手数料／1頭 600円  
　新たに犬を飼い始めてまだ登録されていない方
は、予防注射の会場でも手続きできます。登録の際
は、上記の注射料金とは別に、登録手数料1頭に
つき3,500円が必要です。
　他市町村から転入し、犬の住所変更をされてい

ない方は、前住所地で交付された犬鑑札をお持ち
ください。または、事前に役場生活環境課までお越
しください。
　ご来場者の方々への事故防止のため、できるだ
け犬を抑えることができる方がお連れください。
▶問合せ／生活環境課 生活環境係 ☎492-
2714

　令和4年度狂犬病予防集合注射を表の日程でおこないます。この機会にぜひ予防注射をお済ませください。
　なお、各会場を巡回しますが混雑状況や道路事情によって、開始予定時間が遅れることがありますのであら
かじめご了承ください。雨天であってもできるだけ実施しますが、荒天の場合は中止します。

月　日 時　間 会　場

4月12日(火)

9時30分〜9時50分 保健センター駐車場
10時00分〜10時15分 東公民館前
10時25分〜10時45分 港会館駐車場
10時55分〜11時15分 中公民館駐車場
11時25分〜11時40分 小島住吉神社下駐車場
13時10分〜13時20分 楠木会館付近
13時30分〜13時40分 池谷消防車庫付近
13時50分〜14時00分 佐瀬川バス停付近
14時10分〜14時20分 横手バス停付近
14時30分〜14時40分 石橋集会所付近
14時50分〜15時00分 犬飼バス停付近

4月13日(水)

10時00分〜10時50分 岬公園駅前団地ふれあい坂上
11時00分〜11時40分 みさき苑内喫茶べこ前
13時10分〜13時30分 上孝子圓明寺前
13時40分〜14時00分 中孝子（旧）ＪＡ孝子支店前
14時10分〜14時30分 下孝子入口信号付近

4月14日(木)

10時00分〜10時40分 北出・若宮老人憩の家付近駐車場
10時50分〜11時40分 （旧）ＪＡ深日支店前
13時10分〜13時40分 門前橋川幸倉庫前
13時50分〜14時10分 緑７地区登り口交差点付近駐車場
14時20分〜14時40分 緑西集会所

4月15日(金)

 9時30分〜10時10分 町民体育館前
10時20分〜10時50分 さくら会館駐車場
11時00分〜11時40分 望海坂第１集会所前
13時10分〜13時20分 鴻巣台団地下
13時30分〜13時50分 別所の台集会所前
14時00分〜14時10分 飯盛山登山口バス停付近
14時30分〜14時50分 岬町役場

狂犬病予防注射（集合注射）をおこないます
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※
お
車
で
お
越
し
の
場
合
は
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ち
づ
く
り
交
流
館
前
指
定
の
駐

車
場
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

▼
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ー
ル
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ォ
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ム
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kouhou@
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▼
協
力
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大
阪
府
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建
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引
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会 

泉
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部

▼
問
合
せ
／
企
画
地
方
創
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課 

☎
４
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２

−

２
７
７
５

世帯数 人口 男 女

世帯／人 7,422 14,977 7,047 7,930

前月比 -16 -28 -14 -14

前年同月比 -37 -247 -103 -144

令和4年3月1日現在人人の動動き

　

年
度
途
中
で
学
童
保
育
室
に

入
室
を
希
望
さ
れ
る
場
合
、入
室

申
込
受
付
期
間
は
入
室
希
望
月

の
前
月
10
日
ま
で（
10
日
が
閉
庁

日
の
場
合
は
、翌
開
庁
日
）と
な
り

ま
す
。必
要
書
類
を
全
て
揃
え
た

う
え
で
、お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、申
込
書
類
は
子
育
て
支

援
課
ま
た
は
各
学
童
保
育
室
に

備
え
て
お
り（
岬
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
も
可
）、申
込

書
類
を
提
出
さ
れ
る
際
は
子
育

て
支
援
課
ま
で
お
願
い
し
ま
す
。

※（
例
）７
月
に
入
室
を
希
望
す

る
場
合⇒

６
月
10
日
ま
で
に
申

請
書
類
を
子
育
て
支
援
課
へ
提
出

▼
問
合
せ
／
子
育
て
支
援
課 

☎

４
９
２

−

２
７
０
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国
に
よ
る
児
童
手
当
制
度
の

見
直
し
に
よ
り
、令
和
４
年
10
月

支
給
分（
令
和
４
年
６
～
９
月

分
）か
ら
２
点
変
更
が
あ
り
ま
す
。

■
変
更
点

①
特
例
給
付（
※
１
）の
支
給
に

係
る
所
得
上
限
額
が
設
け
ら
れ

ま
す
。⇒

所
得
額
に
よ
り
特
例
給

付
の
支
給
が
さ
れ
な
い
方
が
発
生

し
ま
す
。

②
現
況
届
の
提
出
が
原
則
不
要

（
※
２
）に
な
り
ま
す
。⇒

毎
年

６
月
に
提
出
し
て
い
た
だ
い
て
い

る
現
況
届
が
原
則
不
要
に
な
り

ま
す
。

（
※
１
）児
童
手
当
の
所
得
制
限

限
度
額
を
超
え
、児
童
１
人
当
た

り
月
額
一
律
５
０
０
０
円
の
特
例

給
付
が
支
給
さ
れ
て
い
る
方

（
※
２
）一
部
受
給
者
に
つ
い
て
は

引
き
続
き
現
況
届
の
提
出
が
必

要
で
す
。

　

岬
町
か
ら
令
和
４
年
４
月
分

児
童
手
当
・
特
例
給
付
を
支
給

す
る
対
象
者
の
方
に
は
、令
和
４

年
４
月
上
旬
に
案
内
文
を
送
付

い
た
し
ま
す
の
で
、併
せ
て
ご
確

認
く
だ
さ
い
。
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子
育
て
支
援
課 

☎

４
９
２

−

２
７
０
９

▼
日
時
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月
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月
）14
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～
16
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１
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に
つ
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無
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事
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約
）

▼
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所
／
ま
ち
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く
り
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（
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奈
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川
３
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−

６
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岬
町
学
童
保
育
室
の

年
度
途
中
入
室
に
つ
い
て

令
和
４
年
10
月
支
給
分
か
ら

児
童
手
当
の
制
度
が

一
部
変
更
に
な
り
ま
す

道の駅みさき 夢灯台からのお知らせ
　道の駅みさきでは開駅5周年を記念し、当駅へ
お越しいただくお客さまに感謝の気持ちを込めて、
下記の日程で道の駅を楽しむイベント「ザ・5周年
記念 道の駅フェアー」を開催させていただきます。
少しでも地域の方々に喜んでいただければと、道
の駅スタッフ一同、みなさまのご来駅を心よりお待
ちしています。
■ザ・5周年記念 道の駅フェアー
▶日程／4月14日（木）〜4月17日（日）
　お客さまへの感謝を込めた催しを盛りだくさん
にご用意いたします。（記念の粗品配布他）
※記念の粗品は期間中、道の駅みさき観光案内

コーナーにて先着順でお配りします。（粗品がなく
なり次第終了となります。）
▶問合せ／道の駅みさき ☎494-1117

不
動
産
困
り
ご
と
相
談
会

申込みフォーム
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淡 =淡輪公民館休館日　 ア =アップル館休館日　 ピ =ピアッツァ5休館日　 さ =さんぽるた（深日港観光案内所）休所日
生 =生涯学習課（青少年センター・文化センター）休館日　 歴 =岬の歴史館休館日　 と =とっとパーク小島休園日
観 =みさき公園駅前観光案内所休所日　 み =みさき公園休園日 ※7月1日から町立みさき公園が一部先行開園しています。
※みさき公園住民票・印鑑証明書発行コーナー開所日は毎週火、木、土曜（祝日を除く）の9時30分〜15時30分です。
※詳しい内容は掲載ページをご覧ください。（  ）内の数字は掲載ページまたは掲載号

月のカレンダー4
日 月 火 水 木 金 土

27 28 29 30 31 1 2

と

3 4 5 6 7 8 9
乳幼児育児健康
相談（3月号）

人権相談（P23） こども安全デー
（P8)
消費者相談

（P23）

4月の散策会
（P7)

ア ア ピ さ 生 歴 観 淡 ア 歴 み と

10 11 12 13 14 15 16
らくがきクラブ

（P8）
不動産困りごと
相談会（P21）

出張ほのぼのク
ラブ（P8）
法律相談、生活
困窮に関する相
談（P23）

ザ・5周年記念 
道の駅フェアー

（P21）

ザ・5周年記念 
道の駅フェアー

（P21）

南泉州リレー
ウォーク・9（3月
号）
ザ・5周年記念 
道の駅フェアー

（P21）

ア ピ さ 生 歴 観 淡 ア 歴 み と

17 18 19 20 21 22 23
ザ・5周年記念 
道の駅フェアー

（P21）

人権相談、相続・
遺言相談（P23）

行政相談（P23） ノルディックウォー
キング教室（P7)

定例おたのしみ
会（P8)

ア ア ピ さ 生 歴 観 淡 ア 歴 み と

24 25 26 27 28 29〈昭和の日〉 30
親子で楽しむわ
らべうた（P8)

出張ほのぼのク
ラブ（P8）
法律相談、障が
い者相談（P23）

ア ピ さ 生 歴 観 淡 ア 歴 み 淡 ア 生 歴
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※1 新型コロナウイルス感染症予防のため、できるだけ電話相談をご利用ください。
※災害等やむを得ない事情により開催できない場合があります。詳しくはお問い合わせください。

各各 種種 相相 談談 ConsultationConsultation
相談業務名 日時等 場所・予約・問合せ

法律相談法律相談（予約制）（予約制） 4月13日（水）・27日（水）
14時〜17時（定員6名）

○第2庁舎1階会議室
企画地方創生課 ☎492-2775
右記フォーム（2次元コード）から
も申し込み可能です。

行政相談行政相談（予約制）（予約制）
4月20日（水）10時〜12時（おひとりに
つき、15分ずつの相談となります。相談
日前日の正午までにご予約ください。）

○役場相談室
企画地方創生課 ☎492-2775

障がい者相談障がい者相談

○愛の家「みらい」相談室
24時間対応（夜間は電話対応）

○愛の家「みらい」相談室 ☎494-1200
494-0102／ mirai@ainoie.jp

○障がい者出張相談（要予約）
4月27日（水）13時〜15時

○役場相談室
福祉課 ☎492-2700

介護相談介護相談 〈平日〉9時〜17時30分 ○岬町社協地域包括支援センター
☎425-9058

教育に関する相談教育に関する相談 〈平日〉13時30分〜15時（要予約） ○学校教育課・指導課 ☎492-2719

消費者相談消費者相談 4月8日（金）13時〜16時 ○役場監査委員室
産業観光促進課 ☎492-2749

人権擁護委員による人権擁護委員による
人権相談人権相談 ※1 ※1

4月5日（火）13時30分〜15時
4月19日（火）13時30分〜15時

○監査委員室
人権推進課 ☎492-2773

人権協会による人権協会による
人権相談人権相談 ※1 ※1

月・火・木曜日（祝日は除く）の
9時〜16時（12時〜13時は除く）

○岬町人権協会多奈川事務所
（文化センター内） ☎492-3270

水・金曜日（祝日は除く）の9時〜16時
（12時〜13時は除く）

○岬町人権協会淡輪事務所
（岬町交流センター内） ☎494-1508

総合生活相談総合生活相談 ※1 ※1

水・金曜日（祝日は除く）の
9時〜16時（12時〜13時は除く）

○岬町人権協会多奈川事務所
（文化センター内） ☎492-3270

火・木曜日（祝日は除く）の9時〜16時
（12時〜13時は除く）

○岬町人権協会淡輪事務所
（岬町交流センター内） ☎494-1508

地域就労支援相談地域就労支援相談 ※1 ※1

月〜金曜日（祝日は除く）の9時〜16時
（12時〜13時は除く）

○岬町人権協会多奈川事務所
（文化センター内） ☎492-3270

月・木曜日（祝日は除く）の9時〜16時
（12時〜13時は除く）

○岬町人権協会淡輪事務所
（岬町交流センター内） ☎494-1508

障がい者就労・生活相談障がい者就労・生活相談 〈平日〉9時〜17時 ○NPO法人障害者自立支援センター
☎463-7867／ 463-7890

保健師健康相談保健師健康相談 〈随時〉（対象：どなたでも） ○保健センター ☎492-2424

乳幼児育児健康相談乳幼児育児健康相談 5月9日（月）
10時〜11時30分（対象：乳幼児） ○保健センター ☎492-2424

育児相談育児相談 〈平日〉10時〜16時30分 ○子育て支援センター ☎492-1350

療育相談療育相談 〈平日〉10時〜16時30分 ○こぐま園 ☎492-1131

相続・遺言相談相続・遺言相談（予約制）（予約制） 4月19日（火）13時〜16時
※行政書士による相談をおこないます。

○保健センター
予約／企画地方創生課 ☎492-2775

出張福祉なんでも相談出張福祉なんでも相談 新型コロナウイルス感染予防のため
休止しています。

○岬町社協地域包括支援センター
☎425-9058
○いきいきネット相談支援センター
☎492-2955（平日相談も受け付けています。）
○岬町社会福祉協議会 ☎492-0633

生活困窮に関する相談生活困窮に関する相談
（随時の場合は要予約）（随時の場合は要予約） 4月13日（水）14時〜16時 ○大阪府岸和田子ども家庭センター 生活

福祉課 はーと・ほっと相談室 ☎441-2760
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■編集・発行／岬町役場 企画地方創生課　〒599-0392 大阪府泉南郡岬町深日2000-1
■広報に関するご意見・問合せ／☎072-492-2775
    （各課へのお問い合わせは直通番号をご利用ください。）
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　岬中学校3年生の稲垣遥斗（いながきはると）選
手が令和3年12月25日（土）から令和3年12月28日

（火）に開催された「JOCジュニアオリンピックカップ 
第35回全国都道府県対抗中学バレーボール大会」
に出場され、1月31日（月）にその報告をするため田
代町長を表敬訪問されました。
　稲垣選手は大阪南選抜に選出され今回の大会に
出場されました。

　このたび30年にわたり、民生委員・児童委員とし
て職務に奨励し、社会福祉の増進に尽力されました
功績が認められ、民生委員・児童委員の前田悦子
様が全国社会福祉協議会会長より民生委員・児童
委員永年勤続表彰を受彰されました。
　今回受彰されました前田様におかれましては、令和

　試合時の様子や今後の抱負を述べる稲垣選手
に、町長はお祝いと激励の言葉をかけました。

▶問合せ／生涯学習課 ☎492-2715

4年1月31日に表彰の伝達をおこなうとともに、町長より
感謝状を贈呈いたしました。心よりお祝いを申しあげま
す。また、今後も、社
会福祉活動にご尽
力を賜りますようお
願い申しあげます。
▶ 問 合 せ ／ 福 祉
課福祉係 ☎492-
2700

【新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための対応について】
広報岬だよりに掲載している記事や広告の内容が変更されたり、各種相談・イベントなどが、中止・延期になる場合があります。最新情報
は、町ホームページや各種公式ホームページをご覧いただくか、直接お問い合わせください。みなさまのご理解とご協力をお願いします。

令和3年度 JOCジュニアオリンピックカップ 
第35回全国都道府県対抗中学バレーボール
大会出場選手が町長を表敬訪問

全国社会福祉協議会会長表彰の
受彰について

まちのできごと

＠ha_to_neさん

　岬町公式ハッシュタグ「#誰かに見せたい岬町」を付けて投
稿された岬町の素敵な場所や景色などの写真の中から、ピッ
クアップして岬だよりで紹介します。

Instagram photoコーナー


